
（１）LDLコレステロール値に着目した受診勧奨（４年度から開始）
現役世代の循環器疾患の重症化予防対策として、LDLコレステロール値に着目した受診勧奨を実施。

（２）重症化予防対策の充実（６年度から開始）
被扶養者及び協会が事業者健診結果データを取得した者を対象として、高血圧等に係る未治療者に対する
受診勧奨を実施。

（３）支部における地域・職域の特性を踏まえた保健事業の実施（６年度から開始）
従来より実施している保健事業に加えて、地域・職域の特性を踏まえた健康課題（喫煙・メンタルヘルス等）へのアプロー
チのモデルを構築すべく、新たなポピュレーションアプローチ等を検討・実施する。

（４）健診・保健指導の充実・強化
①生活習慣病予防健診（一般健診）の自己負担の軽減（５年度から開始）
健診実施率の向上のため、38％の一般健診の自己負担について、総合健保組合の水準を参考に28％に
軽減。
※１ 自己負担30％の生活習慣病予防健診の乳がん検診・子宮頸がん検診のほか、肝炎ウイルス検査についても、自己負担を28％に軽減。

②付加健診の対象年齢拡大及び自己負担の軽減（対象年齢拡大は６年度から、自己負担軽減は５年度から開始）
疾病の早期発見等の目的、健保組合の実施状況、定年延長の状況等を踏まえ、50％の付加健診の自己
負担について、28％に軽減するとともに、対象年齢を現行の「40歳、50歳」から「40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、
65歳、70歳」とする。

③被扶養者の集団健診時におけるオプション健診の拡充（６年度から開始）
被扶養者の特定健診実施率の向上のために行っている集団健診（協会主催）時のオプション健診について、
健康日本21（第三次）の目標等を踏まえ、内容の見直し及び項目の拡充を図る。
※２ ６年度から「骨粗鬆症検診」、「歯科検診」、「眼底検査」を支部の実情に応じて選択可能とする。

１．事業内容

更なる保健事業の充実について
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生活習慣病予防健診（被保険者）
種類 対象者 検査項目

一般健診 35歳から74歳の被保険者

診察等（問診・身体計測・視力検査・聴力検査・理学的検査）、血圧測定、尿

検査、糞便検査、血液学的検査、生化学的検査、心電図検査、胸部レントゲ

ン検査、胃部レントゲン検査、眼底検査（医師の判断により実施）

付加健診

一般健診を受診される40歳、50歳の被保険者

→6年度より、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の被保
険者

尿沈渣顕微鏡検査、血液学的検査、生化学的検査、眼底検査、肺機能検査、

腹部超音波検査

乳がん

・

子宮頸がん

検診

・一般健診を受診される40歳から74歳の偶数年齢の被保険者（女性）

・36歳、38歳の一般健診を受診される被保険者（女性） は子宮頸がん

検診の追加が可能

・20歳から38歳の偶数年齢の被保険者（女性）は子宮頸がん検診の

単独受診が可能

＜乳がん検診＞

問診、乳房エックス線検査、

視診・触診（医師が必要と認めた場合のみ実施）

＜子宮頸がん検診＞

問診、細胞診

肝炎ウイルス

検査

一般健診を受診される被保険者（過去にＣ型肝炎ウイルス検査を受け

たことがある方を除く）
ＨＣＶ抗体検査、ＨＢｓ抗原検査

対象者 種類 検査項目

40歳以上75歳未満

の被扶養者のみ

基本的な健診 問診、身体計測（腹囲など）、血圧測定、尿検査、血液検査

詳細な健診
貧血検査、眼底検査、心電図、血清クレアチニン検査

※医師の判断により実施

特定健診（被扶養者）

６年度より、集団健診（協会主催）において、支部の実情を踏まえ、以下の３つの検診から選択し、オプション健診と
して追加可能とする。
・骨粗鬆症検診：骨密度が低下し骨粗鬆症の発生リスクが高まる更年期の女性の受診を呼びかける。
・歯科検診：口腔、歯の健康は社会生活の質の向上や健康寿命の延伸に繋がるものであり、とりわけ生活習慣病と歯周病の関連性は
深いことから、幅広い受診を呼びかける。
・眼底検査：これまで医師の判断により実施していたが、緑内障等失明に繋がる重大な病気もあり早期発見のため、医師の判断によら
ず実施することとして幅広い受診を呼びかける。
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健康日本21（第三次）

〇厚生労働大臣は、健康増進法（平成14年法律第103号）第７条第１項の規定に基づき、

国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針（以下「基本方針」とい
う。）を定めるものとされており、現行の基本方針（以下、「旧基本方針」という。）は、平成
24年厚生労働省告示第430号をもって告示されている。

旧基本方針の理念に基づく「二十一世紀における第二次国民健康づくり運動（健康日
本21（第二次）） 」が、令和５年度末で終了となることから、令和６年度からの「二十一世
紀における第三次国民健康づくり運動（健康日本21（第三次））」の開始に併せ、基本方
針の改正が令和５年５月31日に告示された。

〇新基本方針は、全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現
に向け、誰一人取り残さない健康づくりの展開（Inclusion）とより実効性をもつ取組の推進
（Implementation）を通じて、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な
事項を示し、令和６年度から令和17年度までの健康日本21（第三次）を推進するもので
ある。

（参考）
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